
様式第２号（第２条関係） 

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書 

 

担 当 課 市民部自治協働課 

委 託 業 務 名 大津市生活安全ポータルサイト構築業務 

委託業務場所 大津市御陵町 

概 要 

大津市が発信している交通安全、防犯、犯罪被害者等支援の情報を分

かりやすく、より身近に感じていただけるよう、また、子どもたちへの

教育に活用できるよう、これらの情報を集約した大津市生活安全ポータ

ルサイトを構築する。 

① ウェブサイトの構築 

 ・ウェブサイトは、本市ＨＰ管理システムである SMART L-GOV CMS

で管理できるようにする。 

 ・スマートフォン、タブレット等の別媒体でも閲覧が可能なウェブ

サイトを構築する。 

 ・閲覧者が見やすい、親しみやすいデザインとする。 

② 操作マニュアルの提供 

③ ポータルサイトのバナー画像作成及び大津市ＨＰへの挿入 

④ 構築したウェブサイトの公開時掲載データの入力 

契 約 期 間 令和４年９月１２日 から 令和５年３月３１日 まで 

契 約 年 月 日  令和４年９月１２日 

契 約 金 額 ２，９４８，０００円 

契約の相手方 

〔所在地〕大阪市中央区道修町３－６－１ 

     京阪神御堂筋ビル１４階 

〔名 称〕株式会社スマートバリュー 

クラウドイノベーション Division 

DivManager 大脇 正人 

契約相手方の 

選 定 理 由 

 本業務は、閲覧者が必要な情報（交通安全、防犯及び犯罪被害者等支

援）を簡単に探し出せるよう、これらの情報に特化したポータルサイト

の構築を目的としている。 

ポータルサイトは、本市ＨＰ管理システム「SMART L-GOV CMS」を

使用して構築し、既存の市ＨＰと連動させることにより、ページの新規

作成や更新に係る事務負担の軽減や情報の適正な管理、及び維持管理費

用の抑制が可能となる。 

当システムは、管理運営業者である株式会社スマートバリューがその

知的財産権を所有し、ソースコードを公開していないため、当該業者以

外が構築等を行うことができない。 

よって、本市ＨＰ管理運営システム「SMART L-GOV CMS」の管理運

営業者である株式会社スマートバリューが、システムを構築できる唯一

の業者であることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

の規定により、随意契約を締結する。 



様式第２号（第２条関係） 

根 拠 規 定 

地方自治法施行令第 167 条の 2第 1 項 

 

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品

の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いそ

の他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き。 

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見

込みのあるとき。 

   （注意） １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。 

２ 地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 3号及び第 4号を根拠とする政策

随意契約については、別途公表をしています。  

 


